
あわら市告示第２５号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、本市

の大字及び字の区域を変更したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

なお、この届出に係る大字及び字の区域の変更は、土地改良法（昭和２４年法律

第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定に

よる県営土地改良（区画整理）事業坂井東地区に係る換地処分の公告があった日の

翌日からその効力を生ずるものとする。 

 

 

次の区域を上番１１０字新錐ノ先に編入する。 

大 字 字 地    番 

２字 上田 １０の３ １１の３ １１の５ １１の６ 

１２の３ １２の４ １３の４ １３の５ 

東 

４字 寺田 ２６ ２７の２ 

これらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の一部 

 

 

 

平成２３年３月２３日 

 

 

                    あわら市長 橋 本 達 也 

 

 


